
 

「がんばる中小企業応援資金」の利用に係る要件確認書 

 

                                年   月   日   

住      所 

名称又は代表者名                  

なお，本資金の利用にあたり，県融資制度の円滑な運営のために必要な範囲に限って，本書を県と金融

機関，宮城県信用保証協会間で授受することについて予め御承知願います。 

取り組みの概要 

資金申込みに伴って取り組む内容について，下記の項目で当てはまるもの全てにチェックを付け，実施

する取り組みの確認を行ってください。 

１ 設備に関する新たな取り組み 

□既存施設の耐震改修，改装  □新たな設備投資，買い換え  □新たな支店・事業所等の開設  

２ 設備関係を除く新たな取り組み 

□海外展開  □販路開拓  □事業承継  □マーケティング・市場調査 

□従業員の雇用拡大，人材育成 □新商品の試作，新技術の開発(企業・大学等の連携，共同研究を含む) 

３ 借換え （借換えの限度額は借入総額の５０％以下とし，かつ，１又は２の新たな取り組みを行うこと。） 

□借入総額：          円（うち借換えを行う金額          円）  

４ プロパー融資との協調 （プロパー融資の実行額は借入総額の１０％以上とすること。）  

□借入総額：          円（うちプロパー融資        円，保証付き        円）      

（取り組みの概要） 

                                                

                                                 

                                                 

対象認定・認証制度の取得による保証料の減額制度申請の有無について 

本資金は下記11種のうち，いずれかの認定・認証を取得している場合，支払保証料に対する減額制度が

あります。（定められた保証料率から０．２％減） 

減額制度の利用を申し込む場合は，下記の□にチェックをいれ，「がんばる中小企業応援資金保証料減額対

象の確認申請書（様式第６号の２）」に必要事項を記入し，「がんばる中小企業応援資金保証料減額対象の

確認書」の交付を受けてください。 

減額制度を申し込まない場合は，下記の□を空欄としてください。 

【対象となる認定・認証制度】 

（１）消防団協力事業所の認定         （２）女性のチカラを活かす企業認証 

（３）障害者雇用促進企業登録         （４）環境配慮事業者登録 

（５）スマートみやぎ健民会議「優良会員」登録 （６）みやぎ介護人材を育む取組宣言認証 

（７）みやぎ優れＭＯＮＯ認定         （８）みやぎ認定ＩＴ商品 

（９）宮城県グリーン製品認定         （10）みやぎ「働き方改革」実践企業の認定 

（11）未来を拓くパートナーシップ構築推進会議創設の「パートナーシップ構築宣言」の公表                

保証料の減額制度 →  □ 申請する 

（様式第６号の１） 


